
　　

正
し
い
操
作
で
、
安
全
除
雪
！

　
毎
年
、
除
雪
機
に
よ
る
事
故
が
多
発
し

て
い
ま
す
。
次
の
点
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

１
．
作
業
中
は
人
を
近
づ
か
せ
な
い

２
．
エ
ン
ジ
ン
を
掛
け
た
ま
ま
離
れ
な
い

３
．
後
進
時
は
足
元
や
後
方
に
気
を
つ
け
る

４
．
雪
詰
ま
り
を
取
り
除
く
時
は
、
エ
ン

ジ
ン
を
止
め
て
雪
か
き
棒
を
使
う

　
　
一
般
社
団
法
人
日
本
農
業
機
械
工
業
会
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３‐
３
４
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Ｌ
Ｐ
ガ
ス
雪
害
事
故
に
ご
注
意
を

　
雪
下
ろ
し
や
除
雪
、
雪
の
重
さ
に
よ
る

落
雪
に
よ
っ
て
、Ｌ
Ｐ
ガ
ス
調
整
器
や
ガ

ス
メ
ー
タ
ー
等
が
損
傷
す
る
事
故
が
起
き

て
い
ま
す
。
機
器
の
損
傷
に
よ
る
ガ
ス
漏

れ
は
、
火
災
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
あ
り

ま
す
の
で
十
分
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
　
関
東
東
北
産
業
保
安
監
督
部

　
　
　
東
北
支
部
保
安
課

　
　
　
　
☎
０
２
２‐
２
２
１‐
４
９
５
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こ
ん
な
と
き
・
・
・

　
　

な
だ
れ
の
危
険
信
号
で
す

　
雪
崩（
な
だ
れ
）災
害
は
、
降
雪
量
の
多

い
１
月
と
２
月
に
集
中
し
て
発
生
し
て
い

ま
す
。
天
気
が
良
く
気
温
が
上
が
っ
た
と

き
や
、
気
温
が
低
く
古
い
雪
の
上
に
新
雪

が
積
も
っ
た
と
き
は
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
工
務
課

☎
62‐
３
１
１
６

2727 広報きたあきた　2015.　1.　１広報きたあきた　2015.　1.　１ 2626広報きたあきた　2015.　1.　１広報きたあきた　2015.　1.　１

広報きたあきた　2015.　1.　127

27272727272727 広報きたあきた　広報きたあきた　広報きたあきた　広報きたあきた　広報きたあきた　広報きたあきた　広報きたあきた　2015201520152015201520152015 1111111 １１１１１１１

を立ち上げようを立ち上げよう自主防災 組 織 を立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げようを立ち上げよう自自自自主防主防主防主防 災 組 織災 組 織災 組 織災 組 織自主防災 組 織

市では自主防災組織活動事業に取り組む自治会に対して補助金を

交付しています。また、「自主防災組織の必要性や補助制度」、「防

災について」などの出張説明を行っています。詳しくは危機管理

係までお問い合わせください。

　大地震のような大規模な災害時には、交通網の寸断、通信手段
の混乱、同時多発の火災などで自治体、消防、警察なども同時に
全ての現場に向かうことはできません。自分たちの命を自分たち
で守るためにも、自主防災組織の結成について自治会又は町内会
の総会などで話し合う機会を設けるようお願いします。

　　　　　　　　　　　　　日頃から防災知識の普及啓発、防災訓練や地域の防災安全点検の実施、防災
資器材の備蓄といった活動に取り組み、いざ災害が起きたときには、避難所の開設や運営、住民の避難誘
導、救出活動、初期消火活動の協力等に従事する地域住民による自主的な防災組織です。

自主防災組織とは

組織活動事業補助金（最低額5,000円）
　補助対象　用紙や印刷費などの事務的経費
　補助率　　組織に係る世帯数×200円

資機材整備事業補助金(限度額400,000円)
　補助対象　発電機やテントなどの資器材の購入経費
　補助率　　組織に係る世帯数×1,000円＋200,000円

▲▼高野尻自治会による防災訓練の様子

お
知
ら
せ

〇固定電話から通報すると同時に、通報者の位
置情報が消防本部に通知されます。ただし、通
報時に「184」を付けて非通知で発信した場合
は、位置情報は通知されません。
※消防本部で緊急に位置情報が必要な場合は、
位置情報を取得できます。
〇携帯電話のGPSを切断している場合は位置
情報を表示できません。慣れない土地で通報さ
れる場合はGPSを有効にしてください。
※GPSによる位置情報は、誤差が生じる場合が
ありますので、これまでどおり付近の目標など
を伝えてください。

　現在工事中の消防本部指令センターは、１月13
日から運用を開始します。
　新たに位置情報通知システムを導入することに
より、119番通報時には通報場所の迅速な特定が
可能になりますが、次の点にご注意ください。

　　消防本部　☎62̶1119問 　　北秋田警察署　☎62̶1245問

たいせつな くらしをまもる １１０番たいせつな くらしをまもる １１０番たいせつな くらしをまもる １１０番位置情報通知システム
導入のお知らせ１１９番

要望・相談・照会の担当窓口については県民安全
センター（☎018-864-9110）か北秋田警察署まで。

　110番は、事件・事故等に遭遇した際の警察への
緊急通報の手段です。素早い事件解決のためにも、
適切な110番通報にご協力をお願いします。

　110 番通報があった際は次の事項をお聴きしま
すので、落ち着いて質問に答えてください。
▽何があったのか（交通事故、泥棒、けんかなど）
▽いつ、場所はどこか、目標物は
（市町村名から、著名な建物など）
▽犯人の特徴、逃げた方向等は
（人相、服装、人数、車のナンバー）
▽事件・事故の状況は（けが人がいるか）
▽通報者の住所、氏名、電話番号、事件との関係
　　携帯電話で通報する際は、車を適切な場所に停
車させ、通話中はできる限り移動しないでください

１月10日は「110番の日」

意見募集期間
　平成26年12月25日（木）～平成27年１月23日（金）
資料の閲覧方法
　募集期間中に北秋田市ホームページで閲覧できる
ほか、市役所本庁舎総務課、合川窓口センター、森
吉窓口センター、阿仁窓口センターの窓口で閲覧で
きます。ただし、窓口の場合は平日の８時30分か
ら17時15分までとなります。
意見提出方法
　募集期間中に総務課危機管理係までお持ちいただ
くか、郵送やＦＡＸ、電子メールで受け付けます。

　北秋田市では災害対策基本法に基づき、北秋田市防災会議において「北秋田市地域防災計画」を作成
し、検討の上で必要な修正を行っています。この度、災害対策基本法等の改正や東日本大震災の教訓、大
規模広域災害や近年の激化する自然災害等に備えるために地域防災計画の抜本改定を行います。
　つきましては、改定にあたり市民の皆さんからご意見を募集します。

注意事項
　書式は自由ですが、必ず提出者の氏名及び住所を
記載し、「北秋田市地域防災計画（改定案）」に対す
る意見であることを明記してください。
　電話などによる口頭での意見の受付及び回答はし
ません。いただいた意見に対する市の考えを２月中
旬頃に北秋田市ホームページへ掲載します。
お問い合わせ先
〒018-3392　北秋田市花園町19-１
北秋田市総務部総務課危機管理係　☎62-6602　　 
　 63-2586　  kikikanri@city.kitaakita.akita.jpFAX

パブリックコメント～皆さんの意見を募集しています～パブリックコメント～皆さんの意見を募集しています～
「北秋田市地域防災計画（改定案）」「北秋田市地域防災計画（改定案）」


